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令和７年度脱炭素製品等の需要喚起に向けた検討会（第１回） 

令和７年１２月１６日 

 

 

【事務局（越智）】  定刻になりましたので、ただいまから、令和７年度脱炭素製品等の

需要喚起に向けた検討会を開催いたします。 

 司会の越智と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 皆様、お忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございます。本日は、谷川委員、

西尾委員がオンラインにて参加いただいております。また、委員名簿に記載のとおり、オ

ブザーバーとして関係省庁様を含めて１６団体の方々に御参加いただいており、一部の団

体様はオンラインでの参加となっております。 

 本日の検討会はハイブリッドにより開催させていただいております。開催の状況につき

ましてはユーチューブで同時配信し、動画は会議終了後に議事録公開までウェブ上で配信

予定です。 

 ハイブリッド開催に当たりまして、何点か御協力をお願いいたします。オンライン参加

の方は、御発言する以外マイクの設定をミュートにしていただきますよう、よろしくお願

いいたします。また、御発言がある場合、挙手ボタンをクリックしていただくか、チャッ

トにてお知らせいただきますよう、お願いいたします。通信の乱れ等何かございましたら、

こちらもチャットにて御記入いただきますよう、よろしくお願いいたします。また、通信

環境に伴うトラブルが発生した場合には、オンライン参加の皆様にはカメラオフをお願い

する場合がございますので、御了承いただければと思います。 

 それでは、初めに検討会の開催に当たりまして、環境省、関谷局長から御挨拶をお願い

できればと思います。お願いいたします。 

【関谷局長】  皆様、こんにちは。環境省の地球環境局長、関谷でございます。本日は、

令和７年度脱炭素製品等の需要喚起に向けた検討会の開催に当たりまして、委員の皆様、

また、オブザーバーの皆様、皆様大変お忙しい中、御参画いただきまして、誠にありがと

うございます。 

 我が国は今、２０５０年ネット・ゼロに向けて、今年２月には地球温暖化対策計画、そ

してＧＸ２０４０ビジョンを決定いたしまして、その下で取組を進めておるわけでござい

ます。なかんずくＧＸにおきましては先行投資ということで、様々な分野での投資が行わ
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れ、また、技術開発等が進み、今後その果実として様々な製品あるいはサービスが展開さ

れていくという状況になってきてございます。 

 そうした中で、今後、脱炭素価値を有する製品の需要創出を通しまして、設備投資など

の予見可能性を高めていくということが大変重要と考えてございます。そうしたことを踏

まえまして、環境省としては、今年の上半期にそうした脱炭素製品・サービスの供給と需

要の好循環を創出し、バリューチェーン全体の脱炭素化を実現するための必要な施策の取

りまとめを行ったところでございます。 

 今回の検討会におきましては、その取りまとめの中で優先して検討すべきとされた脱炭

素価値の評価や表示の在り方について検討を深めさせていただき、需要創出の一助となる

制度設計につなげていくということを目的としてございます。 

 皆様御承知のとおり、足元の状況といたしましては、本年５月に成立いたしました改正

ＧＸ推進法に基づきまして、来年度から１０万トン以上の二酸化炭素を直接排出する事業

者を対象としたＧＸ－ＥＴＳ排出量取引制度への参画が義務化されるところでございます。

そうした制度の導入をきっかけといたしまして、今後、脱炭素投資あるいは脱炭素に資す

る取組を通じて、脱炭素製品あるいはサービスの創出が進んでいくということになります。

これを加速するために、その脱炭素価値が正しく評価される環境づくりが大変不可欠にな

っているというところでございます。 

 本検討会で御議論いただく内容につきましては、そうした２０５０年ネット・ゼロに向

けました制度設計において大変欠かせないものになってくると考えてございますので、忌

憚のない御意見、様々な御議論をぜひ活発にお願いしたいと思ってございます。本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（越智）】  ありがとうございました。 

 それでは、次に本日の資料の確認をさせてください。委員の皆様には事務局よりあらか

じめ電子データにてお送りさせていただいておりますが、議事次第にありますとおりの資

料となっております。議事次第、そして資料１から参考資料２までとなってございますの

で、過不足等ございましたらお知らせいただければと思います。 

 また、本日の議題につきましては５つ用意しております。議題（２）と（３）につきま

しては、関係省庁様から政策動向の紹介ということで、経済産業省様、国土交通省様から

御説明いただきます。その上で、議題（４）として国内外のラベル表示制度の紹介の上、

最後に脱炭素製品等の定義案について議論いただく時間を設けられればと考えてございま
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す。 

 それでは、次に、本日の出席者、出席委員の御紹介をさせていただければと思います。

資料１、委員等名簿に記載させていただいている順に役職とお名前を読み上げさせていた

だきます。 

 まず初めに、早稲田大学理工学術院創造理工学部教授の伊坪先生。 

 東京大学未来ビジョン研究センター教授の高村先生。 

 日本経済団体連合会環境エネルギー本部統括主幹の谷川様。本日はウェブからの参加と

なってございます。 

 筑波大学副学長理事、ビジネスサイエンス系教授の西尾先生。西尾先生についてもオン

ラインの参加でございます。 

 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会環境委員会委員長の根村様。 

 以上の５名となってございます。 

 本検討会の座長につきましては、高村委員に事前にお願いし、御了承いただいておりま

すので、よろしくお願いいたします。また、オブザーバーとしては、記載のとおり、関係

省庁の皆様、そして関係団体の皆様に御参加いただいております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、早速でございますけれども、議事に入らせていただければと思います。以降

の議事の進行につきましては、高村先生、よろしくお願いいたします。 

【高村座長】  ありがとうございます。ただいま御紹介がありましたように、この会合

の座長として進行を務めさせていただきます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 既に関谷局長から、この座組の重要性についてお話があったところかと思います。５０

年ネット・ゼロという気候変動対策の目標とともに、それに向けてどう産業・経済の構造

を転換していくかという意味で、経済主体、事業者の皆様のお取組の果実であれば、製品・

サービスがしっかり環境価値の観点から評価をされ、それを消費者・需要家が選択できる。

そういう制度、市場環境をどうつくっていくかということであろうかと思います。既に環

境省さんの検討については先ほど関谷局長から御紹介がありましたけれども、経産省、国

交省でも同様な観点から議論が進んでいると理解をしています。非常に重要なテーマ・議

題だと思いますので、ぜひ皆様のお知恵をいただけるようにお願いしたいと思います。 

 それでは、早速ですけれども、議題に入ります。議題（１）であります。検討の背景・

目的について、資料３に基づきまして事務局から御説明をお願いできればと思います。よ
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ろしくお願いします。 

【小野室長】  脱炭素ビジネス推進室の小野と申します。本日はよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、私から検討の背景・目的を御説明させていただきたいと思います。次のペー

ジをお願いできますか。 

 まず、検討の背景でございます。今年の２月に地球温暖化対策計画が改定されまして、

２０５０年ネット・ゼロ実現に向けまして、これまでよりもより踏み込んだ中間目標が設

定されました。また、昨今の排出削減対策の潮流としましては、ＧＸ経済移行債やカーボ

ンプライシングといった政策によって、生産段階でのＧＸ投資は進みつつある状況かと思

っております。 

 一方で、こういった脱炭素投資・取組を長期的・継続的なものとして定着させていくた

めには、脱炭素に資する製品・サービスの価値がしっかり評価されまして、需要側で購入

されることによって市場を支えていくといった仕組みを実現していくことが必要だと思っ

ております。例えば脱炭素製品の中では、省エネによって消費者に便益をもたらすもの。

具体的に申し上げますと、コストが下がるものです。そういったものもあれば、現時点で

は対策技術のコストが高いがゆえに、製品価格自体も高くなってしまうというものもござ

います。そういったような製品も踏まえまして、消費者・企業・政府がその価値を理解し

て、購入することが予見できて、企業の脱炭素投資というのを後押しできるような市場の

創出を目指していきたいと思っております。 

 こういった背景を踏まえまして、今年の５月から７月にかけて、グリーン製品の需要創

出によるバリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会を開催してまいりました。この

中では、今後講じていくべき施策を整理してまいりまして、とりわけ政府・企業・消費者

における最終需要の喚起が優先的に着手すべき事項であるとまとめてまいりました。 

 こういった背景の上で、本検討会の狙いとしましては、ＧＸ投資によって製造された既

存製品と性能が変わらないものの、現時点においては高コスト化してしまう製品・サービ

スが有する脱炭素価値というものを分かりやすく消費者に伝えて、普及を後押しするよう

な評価・表示スキームというのを検討してまいりたいと思っております。具体的に申し上

げますと、どのような特徴を持った製品・サービスを脱炭素製品と位置づけるのか。評価

対象とする取組は何なのか。既存制度との連携をどうしていくのか。こういったところの

議論をお願いしたいと思っております。 



 -5- 

 こちらの資料は少し冗長にはなるのですけれども、脱炭素価値を有する製品・サービス、

以下、脱炭素製品等と省略させていただいておりますが、これらは、設備投資や技術革新

に伴う生産コストの増加によって、当該コストが製品価格に転嫁されるような場合がござ

います。こういった設備投資や技術革新には多額の費用を要するために、製造された財／

サービスに対する需要が担保されることが投資の呼び水になると考えております。こうい

った製造コスト増に伴って製造された財／サービスが有する脱炭素価値をしっかり見える

化して、評価できる環境を整備することが、需要担保の一助になると思っております。 

 もちろんこういった表示ラベルで全てが解決するということはないかと思っております。

こちらに記載させていただいている様々な政策と連携することによって、脱炭素価値の訴

求、初期市場の確保、脱炭素製造・調達のコスト削減といった３つのサイクルをしっかり

回していくことが重要と思っております。とりわけ本検討会におきましては、脱炭素価値

の訴求に重点を置きつつ、脱炭素市場の確保・拡大との接続についても検討をお願いした

いと思っております。 

 今後のこの政策運用までのスケジュールを示しております。２５年度、２６年度の２年

間をかけて制度設計、運用体制の整備を進めていきたいと思っております。２７年から少

しずつ運用を開始していければと思っております。 

 以上になります。 

【高村座長】  御説明どうもありがとうございました。 

 それでは、今、事務局から資料３について御説明がありましたけれども、御質問、御意

見がある委員がいらっしゃいましたら、札を立てるか、あるいはオンラインで御出席の皆

様は、手挙げ機能なりチャットを使って教えていただければと思います。いかがでしょう

か。 

 今年の上半期まで検討する過程に何らかの形で関わっていらした先生方、委員の方が多

いかと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、今、事務局から御説明がありました検討の背景・目的を踏まえて議論をして

まいりたいと思います。 

 それでは、次の議題に移りますけれども、議題（２）であります。こちらは、ＧＸリー

グにおける検討の方向性について経産省様から、その後、続いて国交省様から建築物のラ

イフサイクルカーボン評価等の促進に向けた施策の検討状況について御説明いただこうと
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思います。 

 それでは、まずＧＸリーグにおける検討の方向性について、資料４に基づいて経産省か

らお願いできればと思います。 

【経済産業省（大原）】  ありがとうございます。経済産業省環境経済室の大原と申しま

す。本日はＧＸリーグにおける検討について御説明させていただければと考えております。 

 まず、ページをめくっていただきまして３ページでございます。ＧＸリーグの御紹介と

これまでの活動についてでございます。ＧＸリーグ自体は、カーボンニュートラル移行に

向けて、挑戦を果敢に行っていただいてＧＸを牽引するというような企業さんの集まった

枠組みとして２０２３年に発足してございます。現在７００社を超える企業さんに御参加

いただいており、参画していただいている企業さんには２５年、３０年の削減目標を設定・

公表していただいて、２３から２５年の３年間について、自主的な排出量取引の試行的な

実施というものをしていただいております。また、併せてＧＸの需要創出もその当時から

重要だということで、そこに貢献するための企業さんに集まっていただいて、ルールメー

キングについても議論が進んでおります。 

 一例として右下の図でございますけれども、削減貢献量です。御案内の皆さん多いと思

いますが、グリーン製品・サービスの普及を通じて、企業が社会全体の排出削減にどれだ

け貢献したかという指標として、貢献量というものを算定するような取組でございます。

こういったものを発信して、日本の高効率な製品を世界にもアピールできるような指標を

つくっていくという取組もＧＸリーグの中で進んできたところでございます。 

 次のページをお願いいたします。ＧＸリーグ７００社超と申し上げましたが、参画いた

だいている企業は、製造業の方はもちろんですが、エネルギー関連の方、輸送の方、金融

の方も含めて幅広く御参加いただいています。来年度から始まるＥＴＳは、直接排出が一

定の閾値を超えることを義務の水準にしますので、そういう意味では、それよりも広い企

業の方々に御参加いただいている枠組みということになってございます。 

 次のページをお願いします。そういった枠組みの中で、企業さんの中でも、需要創出と

いう観点で積極的な取組をしていただいている事例が出てきてございます。下に例を幾つ

か載せさせていただいています。不動産の事業者さんが、低炭素の鉄を採用するというこ

とをコミットいただいたり、エアラインでＳＡＦの導入目標をつくっていただいたり、ア

パレルでカーボンフットプリントゼロの商品をリリースいただいたり、小売部門でバイオ

ＰＥＴの容器だったり、トレーを使わないといった形で削減の努力を企業さんの中でやっ
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ていただいているという事例が出てきてございます。 

 次のページをお願いいたします。そういった中でＧＸリーグの見直しの方向性というも

のをこの１２月に経済産業省の研究会で取りまとめてございます。どういった観点かと申

しますと、先ほど少し御説明させていただいたように、ＧＸリーグは、そもそも来年度か

らコンプライアンススキームによるＥＴＳが始まるのに先駆けて、自主的な仕組みという

ことで試行的にやってきていただいたわけですが、そちらについてはコンプライアンスス

キームができますのでそちらに移行するということで、ＧＸリーグの役割の一部が抜け落

ちるという形になります。 

 逆にといいますか、ＥＴＳが始まる中で、ある種義務的な排出削減に努めていただく中

で、上流からＧＸの部素材・製品・サービスというものがどんどん市場に供出されるよう

になってきますので、本検討会と我々も同じ思いでございますけれども、そういった製品・

サービスがしっかりと需要として受け入れられる環境をつくらないと回っていかないとい

うところに問題意識がございます。ＧＸリーグの取組も、先ほど申し上げたようにＥＴＳ

以外も含めて、幅広いＧＸに関心ある企業の方々に入っていただいている取組ですので、

そういった中で需要創出やサプライチェーンでの排出削減に重きを置いて、そういったと

ころに取り組んでいく企業の枠組みに変えていきたい、トランスフォーメーションしてい

きたいということで考え方の方向性をまとめてございます。 

 次のページ以降で具体的な説明を簡単にさせていただきます。右下のところを御覧いた

だきまして、ＧＸリーグの方向性です。これまでもやってきたのですが、ルールメーキン

グに力点を置いて、ＧＸ製品・サービスの調達・販売とサプライチェーンでの排出削減を

重視していくという話と、やはり需要創出に向けて、企業さんに頑張っていただくという

ことでございますので、頑張っていただいた企業さんがしっかりと評価されるような枠組

みを我々としても整備していきたいなと思っております。ラベリングもその一つだと思い

ます。表彰とかランキングのような仕組みで努力を評価して、外部にアピールできるよう

な仕組みを今後考えていきたいと考えております。 

 また、ＧＸ予算の決まっているものを事業者に使っていただくときに、特に需要創出に

対して積極的に取り組んでいただいている方にインセンティブを付与するような仕組みが

考えられるのではないかと考えてございます。 

 次のページをお願いいたします。そういった中で、次期ＧＸリーグは少し枠組みを変え

ていくわけですが、参画要件もそれに合わせて変えたいと思っております。Scope１、２の
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排出の算定目標みたいなことは引き続きやっていただくのですが、併せて需要創出やサプ

ライチェーンでの取組といったところに参画する企業さんにはコミットいただくというこ

とを要件にしたいと考えてございます。 

 どのようなコミットかというと、下に３つほど類型が書いてございます。１つが、ＧＸ

製品・サービスの需要創出に貢献すること。２つ目が、サプライヤーの方との協業をチェ

ーンの中で進めていただくこと。３つ目が、金融機関さんを想定してございますが、ファ

イナンス面でサステナブルファイナンスを推進するような取組をしていただくといった要

件に対して、この中に含まれる項目を選んでコミットいただくようなことを参画要件とし

ていきたいと考えてございます。 

 次のページをお願いいたします。これまでの取組でもあるのですけれども、ＧＸ率先実

行宣言というものをＧＸリーグの取組の中で枠組みとしてつくりました。これは、ＧＸ製

品・サービスが世の中に出てくる中で、やはりオフテイクする方がいらっしゃらないと、

なかなか価格面とか課題もありますので、市場が広がっていかないということでございま

す。積極的に調達している企業さんを見える化するということで、真ん中に書いてあるよ

うな製品・サービス群。一言で言えば、政府が中長期的に支援しているＧＸ製品・サービ

スと言えると思います。そういったものについて、何年度までにこれくらい調達するとい

うことを宣言いただいて、宣言いただいた内容に応じて、宣言企業としてアピールさせて

いただくということでございます。 

 次のページをお願いいたします。これは昨年１１月にできまして、１年くらいたつので

すけれども、これまでに５１社に宣言していただいております。なかなかＳＡＦとかも含

めて、まだ世の中に出てきていない取組も含まれてございますので、現在の宣言内容は、

ＥＶや水素への燃料転換やグリーンスチールというところが多いのですけれども、こうい

った取組・製品が出てくる中でもっと広げていきたいと思ってございますし、少しこの対

象を拡大したり、もう少しオフテイカーの方が取り組みやすいような形に変えていくこと

についても検討してまいりたいと思っております。 

 次のページをお願いいたします。優れた需要創出の取組を行う企業さんをどうやって外

部に知っていただくかということでございます。ランキングや表彰制度というようなもの

を、率先実行宣言自体は宣言をしていただくということなのですが、実際にそれを実施し

たという企業さんはさらに積極的にやっていただいているということだと思いますので、

そういった企業さんを評価するような仕組みがつくれないかということです。これについ
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ては、方針を決めておりますが、詳細の評価方法・評価基準については、年明け以降また

検討していきたいと考えています。 

 次のページをお願いします。最後でございます。今申し上げたような率先実行宣言や表

彰制度、ランキング制度のような評価する制度などを含めて、需要創出に向けた取組をや

っていただくということと併せて、需要創出への貢献度合いというものを定義して、それ

に応じてＧＸ関連予算の補助金や委託事業において、そういったことをやっていただいた

企業にインセンティブが与えられるような仕組みというものも併せてやっていきたいと思

っております。排出削減の取組と需要創出はＧＸの両輪でございますので、そういった仕

組みを経済産業省の中でも検討してまいりたいと考えております。 

 本検討会とも同じ思いというか、同じ目的で動いていくことだと考えておりますので、

密に連携してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からの説明は以上です。 

【高村座長】  大原さん、どうもありがとうございました。御質問、御意見については、

この後の国交省さんからの御報告と合わせていただこうと思います。 

 続きまして、議題（３）の建築物のライフサイクルカーボン評価等の促進に向けた施策

の検討状況について、資料５に基づきまして、国土交通省から御説明をお願いできればと

思います。よろしくお願いします。 

【国土交通省（平山）】  国交省住宅局の平山と申します。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。私から資料５に基づきまして、簡単に建築物分野の取組状況について御紹介

できればと思ってございます。 

 まず、資料５の２ページ目です。もともと建築物分野は、省エネ対策をしっかりやらな

きゃいけないということで、ここ数年、建築物省エネ法という法律も改正されていますし、

かなり頑張ってきたところでございます。 

 左下の図でいきますと、赤い文字で書いてあるオペレーショナルカーボンというところ

でございまして、建物を使っている段階のエネルギー消費を減らすということで、エネル

ギー由来のＣＯ２を減らしていくということを頑張ってきたわけですが、ふと冷静になる

と、建物を使う以外にも、そもそも建てる段階や改修する段階、解体する段階でたくさん

ＣＯ２が出ているじゃないかということで、右側の円グラフです。これはケーススタディー

をすると、半分ぐらいが建物を建てる段階、改修する段階、解体する段階のカーボンとい

うことになっています。これを緑の文字で書いていますが、エンボディドカーボンと言う
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わけですが、これをしっかり減らしていかなきゃいけないねということで取り組んでいま

す。このオペレーショナルカーボンとエンボディドカーボンを合わせて、ライフサイクル

カーボンと表現しています。 

 特に難しいところが、青い字で書いてあるアップフロントカーボンというところでござ

います。これは建物を建てる段階のＣＯ２のことを言っているわけです。建物は非常に多く

の部材、建材それから設備から構成されていまして、１棟につき数万から数十万点の部品

および製品から構成されているわけです。これをしっかり把握するためには、真ん中に式

を書いていますが、どのぐらいの物量が使われているかという量と、単位量当たりどのぐ

らいＣＯ２を出す建材・設備なのかということを掛け合わせて足し合わせて、ＣＯ２で積算

をするようなイメージです。これでしっかり把握しなきゃいけないというところが１点難

しいところかなと思っています。今はまだ建物ごとにどういうライフサイクルカーボンな

のかという数字が把握できていない状況ですので、まずはそれをしっかり把握しましょう

ということを今頑張っている状況でございます。 

 ３ページ目は御参考です。ＥＵでは、昨年の４月にＥＵ指令が改正されまして、２０２

８年から１,０００平米を超える新築の建物については、このライフサイクルカーボンを

算定して開示しなければならないということです。このＥＵ指令に基づいて、現在、加盟

各国が規制をつくっているという状況でございます。既に左下の表のように、一部の国、

デンマークとかオランダなどいろいろ書いていますけれども、着工規制ということで、Ｃ

Ｏ２が一定の値を下回らないと着工してはいけないという非常に強力な規制もやっている

ところがあるという状況でございます。 

 ４ページ目も御参考です。今、金融庁さんのほうで、有価証券報告書においてScope３を

含めたサステナビリティ情報を開示してもらうという検討を進めている状況でございます。

これは不動産ディベロッパーあるいは規模の大きな住宅供給事業者の方からすると、まさ

に自社のScope３、これは何かというと、建築物ごとのライフサイクルカーボン、取り組ん

でいるプロジェクトのライフサイクルカーボンが自社のScope３ということになりますの

で、それを自らの有価証券報告書に書くということになりますと、やっぱりそれをしっか

り把握しなきゃいけないよねということで、建築業界としても非常に盛り上がっていると

いう状況になっています。 

 ５ページ目です。やはり建築設計が難しいところは、様々な要素というか、考えなけれ

ばいけないことを見比べて、バランスを取って、文字どおりまさに最適設計をするという
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ところがポイントでございます。今、建物の安全性あるいはバリアフリーとか省エネとい

ったことは考えて皆さん設計いただいているのですが、建築物の脱炭素化ということでい

きますと、なかなかライフサイクルカーボンというところまでは気が回っていないという

状況ですので、そこをしっかり考えて、最適解を出すような設計をいただくということが

重要なのかなと思っています。 

 ６ページ目、これはライフサイクルカーボンを図にしたものです。建物として脱炭素化

を頑張っていくということに加えて、やっぱりこの取組は、半分は建材・設備の脱炭素化

の取組をしっかり需要側として受け止めるということなのかなと思っています。６ページ

の左側に模式的に書いていますが、様々な建材・設備製品、この中にはかなり低炭素の取

組を頑張っているとか環境負荷の低いものを作っているという建材・設備メーカーさんが

いらっしゃいますので、そういった努力というか取組をしっかり川下側である建築物サイ

ドで受け止めて、それを評価できるような仕組みをつくっていくべきじゃないかという問

題意識でやっているところでございます。 

 ７ページ目です。今、右側にありますようにライフサイクルカーボン削減に関する関係

省庁連絡会議というのを昨年の１１月から開催しております。この中で基本構想といった

形で、各省庁の共通した認識をとりまとめたところでございます。その後、右下にござい

ますが、今年の６月から、制度検討会といって、具体的に制度をどうするかということを

検討している状況でございます。 

 ８ページ目です。基本構想ということで、先ほどの関係省庁連絡会議で今年の４月末に

公表しているものでございます。１つ重要なのが、右側の緑のところで書いていますが、

２０２８年度を目途に、建築物のライフサイクルカーボンの評価の実施を促す制度の開始

を目指すということで、残り２年ちょっとという状況です。２０２８年度に向けて制度を

構築しようということで、政府全体で今頑張っているという状況でございます。 

 左下のアプローチというところで書いていますが、やはりいきなり厳しい規制をやると

いうことはなかなか難しいと思っていますので、段階的に制度を構築するということも重

要なのかなと思っています。 

 では、どのような制度とすればいいのかということについて、次の１０ページ、１１ペ

ージに載せています。高村先生にも委員として御参加いただきまして、制度検討会といっ

た形で、今年の６月から９月まで集中的に議論したところでございます。 

 １１ページにありますように、特に建材製造等事業者の団体の方々に本当にたくさん入
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っていただいて、オブザーバーだけで６２団体という大きな会議です。この中で、どうい

った制度があり得るかということを議論してきたところでございます。１０月上旬に、次

の１２ページにありますような中間とりまとめの案というものを公表したところでござい

ます。これと同時に、１３ページにあるようなロードマップの案も１０月上旬に公表して

いるところでございます。 

 少し飛びますが、１４ページで、制度の骨格について模式的に表現をしております。こ

の中間とりまとめ案の中で御提案いただいている制度の案というのがこの１４ページです。

下のほうの図を見ていただくと分かるかと思いますが、まず５,０００平米以上のオフィ

スビルについては、新築あるいは増改築するときにライフサイクルカーボンをしっかりと

算定して国に届け出ていただくということをやってはどうかといったことがございます。 

 もう少し対象を広げて、２,０００平米以上の非住宅建築物については、届出ではなく、

設計者、建築士の方から、建築主、施主に対して、ライフサイクルカーボンのことを説明

するということをやってはどうかと。 

 さらにもっと対象を広げて、住宅も含めたあらゆる建物について、これは規制的なもの

ではないのですが、真ん中に書いていますが、登録評価機関による建築物ライフサイクル

カーボン評価結果の第三者評価・表示制度ということで、建築物の単位でどのぐらいのラ

イフサイクルカーボンかということを第三者の機関が評価をして、それをラベルのような

形で表示できるという仕組みがあってはどうかという、この３つの柱でやってはどうかと

いった御提案をいただいているところでございます。 

 少し戻ってしまいますが、１２ページの（５）のところです。今、建物側として届出制

度と説明制度と表示制度ということで３つの柱をお話ししましたが、やはり建材・設備側

にも頑張っていただかなきゃいけないということで、１２ページの（５）のところで、建

材・設備のＣＯ２排出量原単位の整備ということで書いています。やはり建材・設備の製品

単位でしっかりとＣＯ２排出量が分かっていないと、それを建築サイドで積み上げるとい

うこともできませんので、この（５）の右のほうに早急に講ずべき施策の方向性と書いて

いますが、建材・設備のＣＯ２排出量原単位の整備方針を策定すると。あるいは、建材・設

備における表示ルールの策定も検討すべきということです。今後２０２８年度に向けて、

そういった建材・設備側での制度設計も必要になってくると思ってございます。 

 １３ページは飛ばしてしまいましたが、ロードマップの中で、今申し上げたような取組

は、あくまで第１ステップだと位置づけております。１３ページの矢羽根の２０３０年代
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というところから右側ですけれども、最終的にはライフサイクルカーボンの削減に向けて、

さらに措置を強化していかなければいけないと思っていますので、２０２８年度で終わり

でなくて、その後３年以内に見直しをするといったことを書いている状況でございます。 

 最後、１５ページについては、具体的にどうやって建築物のライフサイクルカーボンを

減らすかという具体的な例を書いているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【高村座長】  平山さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、先ほど経産省様から紹介いただいた資料４、国交省さんからいただきました

資料５につきまして、委員の皆様から御質問、コメント、御発言を御希望の皆様がいらっ

しゃいましたら教えていただければと思います。会場にいらっしゃる委員の皆様は、札を

立てていただけると大変ありがたいです。オンラインで御出席の委員の皆様は、手挙げ機

能ないしはチャットで教えていただければと思います。それでは、いかがでしょうか。 

 伊坪先生、お願いいたします。 

【伊坪委員】  早稲田大学、伊坪です。御説明ありがとうございました。 

 経済産業省の御説明について、御説明あったかもしれないんですが、お伺いしたいのは、

まずＧＨＧの算定を例えばScope１、２から３に広げていくということで、これを実際に定

量的な評価を通してその支援をやっていくといった辺りが、どれぐらい間、連動されてい

るのかという辺りをぜひお伺いできればと思います。 

 あと、国交省の御説明についてなんですけれども、算定を通してということで、まずは

算定が一つの柱になって、基盤になった形でこれから政策を進めていくと解釈いたしまし

たが、その際の一つのポイントが、木材バイオマスをどう評価に含めていくかというとこ

ろだと思っています。特にネガティブな部分、ＣＯ２の吸収固定量をどう評価に反映するの

か。 

 もう一つ、土地利用の部分です。ＧＨＧの計算の部分では比較的不確実性が高い一方で、

でもそこをしっかりと評価すること自体が、建築物の評価を行う上で非常に重要な視点か

なと思っているんですけれど、ここの部分についての現在の評価の取組について、どれぐ

らい反映されているのかというところについてもお伺いできればと思います。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。委員の皆様から一連御質問いただいて、まとめ

て大原さんと平山さんにお返ししようと思います。 
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 それでは続きまして、会場にいらっしゃる根村委員、お願いいたします。 

【根村委員】  よろしくお願いいたします。日本消費生活アドバイザー・コンサルタン

ト・相談員協会の根村と申します。いろいろ御説明いただきまして、ありがとうございま

した。 

 １点、経産省さんにお伺いします。資料３ページにありました「ルール形成を通じた市

場の創造」の削減貢献量ですが、これはどう算出するのかを教えていただけますか。、どう

企業評価をしているかということに直結するかと思いますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、オンラインで本日、御出席の西尾先生、御発言をお願いできますでしょうか。 

【西尾委員】  西尾でございます。今の委員と同様の質問を私もしたいと思います。 

 経産省さんが出してくださっている削減貢献量はどうやって算出されているのでしょう

か。しかも個々の製品やサービスごとの削減貢献量を算出するということでよね。また、

この削減貢献量はどんな形で表示されているのでしょうか。今回のこの委員会で議題とな

っている脱炭素型製品の表示と重複するかと思いますが、この辺はどのように考えればよ

いしょうか。 

 経産省さんの基準や表示方法と環境省さんの基準や表示方法は統合するというお考えは

あるのでしょうか。以上の点について教えてください。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 ほかに御発言を御希望の委員、よろしいでしょうか。 

谷川委員、お願いいたします。 

【谷川委員】  谷川でございます。 

 西尾委員のご発言に関連して、国交省さんにお伺いします。今後の課題として、「表示」

を挙げていただいておりますが、今回の検討会に特に期待されていることなどあれば、ご

教示いただければと思います。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、委員から一連御質問、御意見をいただきましたので、経産省、大原さん、そ

れから国交省、平山さんから、それぞれお答えできるところでお話をいただければと思い

ます。恐らく西尾先生の事務局宛ての御質問は、この後の議論の中で御説明があるかなと

思いますが、もし環境省事務局からあれば、お願いしたいと思います。 
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 それでは、大原さん、よろしいでしょうか。 

【経済産業省（大原）】  御質問ありがとうございました。 

 伊坪先生からいただいたＧＨＧ Scope３の関係です。ＧＸリーグの中でどうしていく

かという話だったと理解しておりますが、ＧＸリーグ自体は中小企業もいらっしゃいます

し、２ページ目に載せているのですけれども、いろいろな企業さんが集まって、需要創出

のために先進的な取組を進めていくことを奨励しようという取組でございます。位置づけ

としては、何かしら統一的な、これをやれということを求めるような枠組みではないとい

うのがございます。 

 そういった中で、これから需要創出に向けて企業さんができることをいろいろ、これと

いうことではなくてやっていただこうということで、すみません、資料の９ページを開い

ていただけますか。ここの２ポツにあるような、ＧＸ製品・サービスを調達してください。

もしくは最終製品として来ているものを販売してくださいというのと併せて、サプライヤ

ーとの協業というのがScope３にかなり当たるものかなと思います。この中で、Scope３の

目標を算定してくださいとか設定してくださいというのも参画の要件の一つにしていたり、

ほかにもScope３に係る、発信している情報をサプライチェーン上で開示してくださいと

か。あとは、取引先の上と下でScope３に関するいろいろなやり取りをしてくださいという

ようなことで、Scope３も注目はしているのですけれども、これについて何かをやれという

ことにはしていません。いろいろな先進的な取組の中で、Scope３に関わるものも含めてや

っていただける企業さんにはぜひ入って広めていただきたいというような、ちょっと言い

方は難しいですけれども、緩いといいますか、いろいろな取組を認めるような枠組みとさ

せていただいております。 

 この中でルール化できていければ、経産省に限らずいろいろな省庁でルールとして入れ

ていくというのはあるのかもしれませんが、まずは試行的にいろいろやっていただくよう

な枠組みとして、企業さん、皆さんの取組を評価していきたいなと思っております。 

 もう一つ、根村先生と西尾先生から、削減貢献量の話をいただいたと思います。削減貢

献量は、ＧＸリーグである種ガイドラインのようなものをつくらせていただいているので

すけれども、これが統一的なルール、またこうするといろいろなところで通用しますとい

うことを保証しているものではなくて、統一的なルールのようなものがあるわけではない

のですけれども、国際的に海外も含めて日本の製品を売っていこうと思うと、ＥＴＳのよ

うな直接排出の世界だと、例えば効率のいい空調・照明みたいなものをつくったときに、
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いっぱい売れると直接排出は増えちゃうというわけですが、売った販売先でのエネルギー

消費が減る、もしくは排出削減が起こるということで、そういった削減価値というものを

しっかり訴求していくのが、日本の製品、競争力のある製品を海外で売っていくときに指

標として大事だろうということです。 

 そういった意味で、ある製品のベースラインを決めて、そこからどれだけ省エネとか排

出削減の原単位がよくなったかというところを測る指標というのが、売ることで削減に貢

献する量と定義させていただいているというか、ガイドラインの中で示させていただいて

おります。そういった考え方を、例えばＣＯＰのようなところで、日本の企業さんと一緒

になって、Scope３の中でもこういった考え方ってあるよね、ということを広めさせていた

だきながら、世界的にも受け入れられるように活動しているというところでございます。 

 そういった意味で、削減貢献量については今後いろいろな標準とか基準ができればもち

ろんいいなとは思っているのですけれど、現時点ではそういった考え方を広めさせていた

だいているという状況でございます。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、平山さん、お願いいたします。 

【国土交通省（平山）】  続けてすみません。国交省の平山でございます。御質問ありが

とうございました。 

 建物のライフサイクルカーボンの計算方法の詳細あるいは表示のルールについて、これ

からまさに２年間で検討して決めていくという状況にございます。その中で、建物のライ

フサイクルカーボン評価結果の第三者認証・表示制度で表示をするときに、伊坪先生から

御指摘いただきました木材の炭素貯蔵量については表示をしていくということが考えられ

ると思っています。算定のルールの中で、すみません、土地利用、土地の分についてはち

ょっと手が回らないだろうと。上物についての評価ということになってしまうだろうとい

うことは考えております。 

 それから、谷川委員からいただきました、この検討会との関係というか期待ということ

です。恐らくこの後、資料６－２の中で少し登場するかなと思いますが、建物の特に建材・

設備については、表示をするというのはプロ向けというか、ＢｔｏＢなのかなと思ってい

ます。その点、消費者ということ、最終的なエンドユーザーということを考えたときに、

少し毛色が違うものではありますけれども、分かりやすく伝えていく、表示をしていくと

いう点においては同じだと思っていますし、建築という個別の領域、建材・設備という個
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別の領域ですけれども、この検討会で議論いただくような全体の動きというのもしっかり

と横目で見ながら、連携を図っていきたいと思っているところでございます。 

 私からは以上でございます。  

【高村座長】  ありがとうございます。 

 環境省からは、後の議論の中で御説明ということでよろしいでしょうか。 

 もし委員から追加で御発言の御希望がないようでしたらですけれども、もしなければ次

の議題に移りたいと思います。今の議論からも分かりますように、もちろんこの後の議論

に関わってまいるかと思いますけれども、議題（４）でございます。国内外におけるラベ

ル表示制度の紹介について、資料６－１に基づいて、事務局から御説明をお願いできれば

と思います。よろしくお願いします。 

【小野室長】  今、高村先生からお話しいただいたように、既に国内外においてたくさ

んの脱炭素価値のラベルがありますので、そうしたものを今日、御紹介させていただきた

いと思います。 

 こちらが、今回ベンチマークしました表示の一例にはなっております。たくさんのラベ

ルがございまして、表示方法も異なりますし、評価している取組も違うという状況になっ

ております。こういったものをベンチマークしていく中で、今後検討していくべき表示制

度に対して、具備していく要件というのを整理しております。 

 まず、要件の１つ目です。消費者視点で見ますと、顧客への必要十分な訴求を行いなが

ら、グリーンウォッシュにならないことということです。具体的に申し上げますと、脱炭

素に焦点を当てて過度に複雑な情報とならないこと。脱炭素のうち削減量の絶対値だけで

はなくて、削減に向けた努力の度合いもしっかり評価すること。あとはＢｔｏＣ市場を意

識して、理解に高度なリテラシーを必要としないこと。多様な製品・サービスがございま

すので、こうしたものを統一的に表示できること。国際標準やその解釈というのがしっか

り確立されておりまして、国際的にも理解されること。こういったことが必要かと思って

おります。 

 要件の２つ目です。こちらは企業視点で見ますと、対応の負担が過剰にならずに企業の

早期利用拡大が期待できることというのが必要かと思っています。こちらも具体的に申し

上げますと、脱炭素調達などの制度とのリンクがしっかりできまして、利用が需要創出に

つながっていくというところです。あとは取組の進度や企業規模の大小など、多様性がし

っかり考慮できること。業界ルールの形成、個社の算定精度、第三者認証などの要求に対
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して柔軟であること。あとは、個別業界で先行して定める規格などもございますのでこう

いったものとの整合もしっかり考えていきたいと思っております。他社製品との比較など、

ハードルが高い利用方法を必要としないといったことも重要かと思っております。 

 ４ページ目以降、個々のラベルの詳細なベンチマークの結果を記載させていただいてい

ますので、本日、御説明を割愛したいと思いますが、後ほど御確認いただければと思いま

す。 

 以上になります。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして議題（５）について、脱炭素製品等の定義案（評価対象）の提示

と議論について、資料６－２に基づいて、事務局から御説明をお願いできればと思います。

よろしくお願いします。 

【小野室長】  続いて御説明させていただきたいと思います。 

 今後の検討のステップをこちらのスライドで記載させていただいております。最初に評

価対象を決めて、その後、評価方法、表示方法、運用方法という形で検討を進めてまいり

たいと思います。特に本日の第１回検討会におきましては、この赤枠で囲っている部分、

脱炭素製品などの評価対象及び評価方法の基本方針について議論をお願いしたいと思って

おります。 

 次のページをお願いします。本日の検討会の論点を記載させていただいております。主

に３つございます。１つ目は、対象製品・サービスは何かというところです。２つ目が、

対象とする取組は何か。３つ目が、既存制度との連携をどのように図っていくかというと

ころになります。詳細は次のページ以降で御説明させていただきます。 

 まず、対象製品・サービスは何かというところです。こちらも論点が３つございます。

１つ目、１ａのところです。対象を最終製品・サービスのみとするか、中間製品・サービ

スも含めるかというところです。こちらの方向性案としましては、脱炭素製品等の需要創

出におきましては、最終製品の需要が不透明なことが共通の課題であることを踏まえて、

最終製品を優先するのでどうかという形で一旦取りまとめさせていただいております。 

 次の論点１ｂのところでです。ＢｔｏＢ、ＢｔｏＧ、ＢｔｏＣのいずれにフォーカスす

るかというところです。こちら、ＢｔｏＢ、ＢｔｏＧ市場が、訴求によっての需要喚起に

つながりやすいという側面もございますので、こういったところを起点にしながら、Ｂｔ

ｏＣ市場に拡大していくことが効率的ではないかという形で取りまとめさせていただいて
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おります。 

 ３つ目、１ｃのところです。対象とする製品・サービスカテゴリーは何かというところ

です。具体的に事例を挙げますと、ＧＸ率先実行宣言やグリーン購入法で定義されている

製品といったものが一つの事例にはなるかなと思っています。こちらは何を対象にするか

というところは少し議論も複雑になるかと思っていますので、第２回検討会以降で議論さ

せていただきたいと思っております。 

 次の論点です。対象とする取組は何かというところです。こちらも論点が３つございま

す。２ａのところです。評価する対象の取組は何かというところです。こちらは選択肢と

しましては、結果型、貢献型、努力型という３つがございます。結果型というのは、具体

的に申し上げますとＣＦＰや削減率といったものをイメージしております。貢献量は、削

減貢献量です。３つ目、努力型というのが、ＧＸ率先実行宣言に代表されるような、削減

に向けたプロセスの中でその企業がどこまで進んでいるのかといったものを評価する形を

イメージしております。 

 こちらの方向性案ですけれども、結果型、貢献型につきましては、公平性や算定の難易

度といった課題がございますので、制度初期は、ネット・ゼロ実現に向けた行動の成熟度

を評価する努力型を中心に据えて、ＣＦＰ削減率や削減貢献量は、成熟度の段階に位置づ

けてはどうかという形で一旦記載させていただいております。 

 次の論点２ｂのところです。取組の度合いをどのように評価するかというところです。

こちらは縦比較と横比較という選択肢がございます。縦比較は、過去のその企業の状況と

比べて、どれぐらい脱炭素化の取組が進んでいるかというのを評価するものになっており

ます。横比較は、業界内での他社との比較をするというのをイメージしております。こち

らも先ほどの議論と同様で、どうしても公平性の面で難しさがありますので、当面は縦比

較を主軸として、各企業の取組の成熟度を時系列で評価、削減に向けた行動段階といった

ものを評価するという形でどうかと記載させていただいております。 

 続いて２ｃのところです。取組の度合いをどのように表現するかというところです。定

量評価、段階評価。段階評価というのは、みえるらべるに代表されますように、星の数な

どといったもので評価するものをイメージしております。あと定性評価です。この３つが

選択肢としてございます。定量評価は、先ほどの話と同様で公平性の観点で難しいという

ことがございますし、定性評価に関しましては、比較性が低いということもありますので、

最終的にネット・ゼロにつながるような取組を段階的に評価するという形でどうかと取り
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まとめさせていただいております。 

 この論点については、追加で今後議論していくべきことが幾つかあるかと思っておりま

す。１つ目が、段階評価していく中で、この段階を３段階にするのか、５段階にするのか

といったことを決めていく必要がございます。あと、レベル１、レベル２、レベル３とい

う形で幾つか段階を区切っていくことになりますが、こういったものをどういうふうな定

義づけでレベルアップさせていくのか。 

 こちらは幾つか事例がございます。１つ目は、順次クリア型というものです。よりレベ

ルアップした行動をしっかり評価していくという形のやり方もございますし、もう一つは

充足数型と言われるような、ネット・ゼロに向けた幾つかの要件がありまして、その要件

の幾つを充足したかによってレベルづけをしていくといった考えもあるかと思っておりま

す。 

 また、まさに追加の論点としましては、レベルを定義づけるための要件を何にするかと

いったことも今後議論していく必要があるかと思っております。 

 次のページをお願いします。続いて、既存制度との連携を具体的にどのように図るかと

いうところです。こちらも同じく論点が３つございます。１つ目は関連政策との整合とい

うことです。例えばＧＸ率先実行宣言、あと建物分野のＬＣＣＯ２強化の取組といったも

のとの連携をどうやって図っていくかというところをしっかり議論していきたいと思って

おります。また、業界の取組の接続というところで申し上げますと、グリーンスチールな

ど業界独自の脱炭素認証とか算定のルールができてきていますので、こういったものとの

接続というのもしっかり議論してまいりたいと思っております。３つ目の論点です。民間

の表示もたくさんございますので、こういったものとの整合というのもしっかり図ってい

きたいと思っております。 

 次のページをお願いします。こちらのページは、既存の政策との連携について、一つの

案を記載させていただいております。例えばＧＸ率先実行宣言で申し上げますと、脱炭素

製品等をＧＸ率先実行宣言の調達対象カテゴリーと明示することによって、排出削減価値

の高い製品・サービスの調達インセンティブが働く設計としてはどうかということです。

もう少し簡単に述べますと、ＧＸ製品を調達して作った完成品といったものに本検討のラ

ベルをつけられることをルールづけることによって、企業から見れば、消費者に脱炭素製

品として訴求できる形になりますので、それが一つのインセンティブとして働かないかと

いうことをイメージしております。 
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 その他、グリーン購入法で申し上げますと、このラベルがついていることをグリーン購

入法の対象とすることによって、そうしたものも企業のうれしさにつながってくるかと思

っております。 

 続いて、業界独自の脱炭素認証・算定のルールが一部推進されておりますので、そうい

ったものとの整合を一部事例として、書かせていただいております。 

 まず、事例で挙げますと、例えば鉄鋼業界さんで言いますと、ＧＸスチールガイドライ

ンというのが既に整備されております。アロケーション方式を基に、ロゴマークの商標登

録もされているという状況です。このＧＸアロケーション方式とグリーンスチールを活用

した最終製品のＣＦＰの算定をどのように整理するのかというのも今後の議論の大きなポ

イントかと思っています。もう少し簡単に申し上げますと、現状、まだこのアロケーショ

ン方式というのは、ＧＨＧプロトコル上、排出削減と認定されていないというところもご

ざいますので、こういったものをしっかり訴求できるような表示の仕組みにしていく必要

があるかと思っております。 

 次のページをお願いします。既存の表示制度との連携です。例えばタイプⅠとかタイプ

Ⅲといった表示ラベルにつきましては、これは既にＣＦＰの結果、あとＧＨＧ削減の度合

いというのが評価されている形になっていますので、この結果、評価結果というのを基に、

我々の検討するラベルでもしっかりその評価結果を織り込んでいければいいかと思ってい

ます。また、タイプⅡのラベルにつきましては、こちらは民間のラベルですので、これの

信頼性を補足するような形として、今検討でのラベルというのを使っていっていただけれ

ばと思っております。 

 次のページをお願いします。これは今後の予定です。本日、この青色の評価対象のとこ

ろを中心に御議論いただく形になりますので、第２回以降で、また赤色の評価方法の検討

をお願いしていけるようにしたいと思っております。 

 御説明は以上になります。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、この後、委員の皆様からまず御発言いただこうと思うんですけれども、本日

の議論を深めていく上で、業界の取組事例について紹介いただきたいと思います。今後も

恐らくそういう機会があるかとは思いますけれど、本日は鉄鋼業界での取組事例について、

一般社団法人日本鉄鋼連盟様から資料を用意いただいております。参考資料２に基づきま

して、御説明をお願いできればと思います。大変恐縮ですけれども、時間は３分以内をめ
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どにお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

【日本鉄鋼連盟（堂野前）】  承知しました。日本鉄鋼連盟の堂野前と申します。今日は

発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 早速、めくっていただきまして、１つ目が、事例紹介としてＪＦＥスチールさんが倉敷

で革新電気炉とすることを発表されています。既存の大型の電気炉では製造できなかった

高品質、高機能の鋼材の供給をできるようにするということです。これ自体を今日は言い

たいわけではなく、まず、これに係る投資額、３,３００億円の投資がかかります。 

 次、ページをめくっていただきまして、次は日本製鉄さんです。こちらは３つの革新電

気炉を導入するということで、これは１兆円弱の投資額でございます。我々は何のために

これをやっているかというと、ＧＨＧ削減のためだけにこれをやるということでございま

す。今までどおり物を作るほうが品質の面でも楽ですし、コストもかからないというとい

うことなんですが、我々は、ＣＯ２削減のためにこの巨額の投資を決定しているということ

です。さらにキャペックスが大きいというだけじゃなくてオペックスも、例えばいいスク

ラップを調達しなければいけないとか、グリーン電力を調達しなければいけないとか。オ

ペックスも上がります。そういう覚悟の上に我々は脱炭素に取り組んでいるというところ

をまず御理解いただきたい。 

 次のページなんですけれども、我々は、鉄鋼プロセスで排出削減をする、そのＧＸ価値

をカーボンフットプリントに直接反映させる方法、先ほど言及いただきましたけれども、

アロケーション方式というものを開発して、これをガイドラインにしっかりしたためると

いうことをやりました。 

 それ以外に、非化石電力を活用した電気炉による鋼材の製造というものです。これもコ

ストをかけて実行していくということです。それぞれについての、どういう商品なのか、

どういう算定の方法なのか、製造方法なのかといったものを明らかにしております。 

 次のページをお願いします。これも、我々というよりは、まず、経済産業省さんで、昨

年度ＧＸ推進のためのグリーン鉄研究会というのを開催していただきました。じゃ、どう

いう対象がＧＸに資するのか、どういうものが支援の対象として重要なのかということを

しっかり定義づけをしていただきまして、先ほどのようなＧＸスチールのガイドライン、

非化石電力のガイドラインというものにつながっていったわけでございます。 

 特にこのＧＸ推進のためのグリーン鉄については、極めてコストがかかるということで、

政府による優先的な調達や優先的な購入支援というものを導入していただくと。強度の高
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い政策を投入していただくということをお約束いただいて、設備投資に対する供給側の支

援だけではなくて、要するに市場を形成する需要側の支援ということをしっかりお約束い

ただき、それがどういうものかという定義を我々としてつくったという流れでございます。 

 次をお願いします。あとの２枚は、１個目はグリーン購入法の物品のほうです。原材料

に鉄鋼が使用された物品について、グリーン購入法の対象とすると。具体的には、ただの

鉄鋼ではなくて、先ほどのガイドラインで定義されたものであります。それから、共通の

配慮事項にも、電気炉でつくられた非化石電力を使って作られた鋼材みたいなものを配慮

事項に設定するというところまで御提案いただいております。ありがとうございます。 

 次は土木、公共工事です。こちらも、昨年度、我々は４品目を提案させていただきまし

た。今年度はやはり２品目、ここにございます外のり一定のＨ型鋼、それから高力ボルト

を提案したんですけれども、残念なことにこれはロングリストに入りました。ただ、試行

工事の形で検討していくというところまで来ている状態でございます。 

 残りの２枚は、この後、議論のところで使わせていただこうと思っていますけれども、

簡単にその課題感に触れさせていただきますと、先ほどもこの検討会でやっていく内容を

簡単に御説明いただいたのですが、どちらかというと表示のところで出口が終わっている

ような少し印象を受けました。今、私が説明させていただきましたように、GX転換にはす

ごくコストがかかると。表示をしただけで本当に脱炭素のための我々の取組をちゃんと評

価してもらえるのかなというところが非常に危惧するところでございます。性能が変わら

なくても、我々が脱炭素化で発生したコストを、ちゃんと製品を通じて社会で負担してい

ただく仕組みみたいなところまで、なるべく早い段階で議論を煮詰めていただくというこ

とを期待しております。また後ほど議論させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【高村座長】  ありがとうございます。堂野前さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、今、議題の（４）、（５）、それから日本鉄鋼連盟様から御紹介いただきました。

これまでのこの議題（４）、（５）と事例の御紹介を踏まえまして、これから委員の皆様か

ら御発言、御議論いただきたいと思います。特に論点を事務局から示していただいており

ますけれども、論点の１、対象製品・サービスは何か。論点の２で、対象とする取組は何

か。論点３、既存制度との連携を具体的にどのように図っていくか。この辺りを中心に、

委員の皆様から御意見、あるいは御質問があれば御質問いただこうと思います。 

 委員は５人しかいませんので、今日はまずそれぞれ皆様に、この検討会での議論全般も
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含めて何かあればそれも含めまして、御発言いただこうと思っております。もし差し障り

なければ、こちらからですけれども、根村委員、伊坪委員、それからオンラインで御出席

の谷川委員、西尾委員の順番で御発言いただこうかと思います。よろしいでしょうか。 

 根村委員、よろしくお願いいたします。 

【根村委員】  根村でございます。よろしくお願いいたします。御説明を頂戴したので

すけれども、私にはいろいろ分からないことばかりというのが正直なところです。 

 一番初めに理解したいのは、脱炭素製品の価値というのをどういうふうに捉えるかとい

うところと思っています。各省庁さんで、それぞれもう既に表彰制度等があって評価され

ているわけですよね。それをさらにここでどういうふうに評価していくかというところの

整理が必要と感じました。鉄鋼連盟さんからお話があったように、表示すればいいのかと

いうところにそれはつながっていくかと思いますけれども、屋上屋を架すだけになってし

まわないかという懸念も感じるところでございますので、ここで検討できたらよいと思っ

ています。 

 それから、ラベルについてです。資料6－1の１ページ目に、消費者への視点ということ

で要件１で述べられている「グリーンウォッシュにならないこと」は非常に大事な視点で

すが、これはつまり信頼性がどうかというところだと思います。表示をつける際に。どう

信頼性を担保していくかということが、ここで非常に大事になってくると思いますので、

そこのところもこの会議の中で検討されるとよいと思いました。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、伊坪委員、お願いできますでしょうか。 

【伊坪委員】  どうもありがとうございます。 

 まず何を評価の対象とするかということなんですけれども、ページ５にあるＢｔｏＢと

かＢｔｏＧといった辺りがまずベースになって、議論のたたき台になるのかなと思って見

ているんですが、これらを対象にというところからスタートするのもありなんですけれど

も、もう少し消費者を対象にということで考えていくとすれば、サービスにもう少し軸足

を置いてもいいのかなとは思っています。例えば、レストランとかホテルといった観光サ

ービスとかも含めた形で見ていく。あと、金融系のサービスとかＩＴといった方向も、例

えばデータセンターといったものも含めて見るというところがいいのかなと思っています

というところが１つです。 
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 基本的な部分ではあるんですけれど、対象とする製品・サービスというところで、一つ

一つの商品を見るんですねというところは想定はしてはいるんですが、一方で商品群を対

象に考えるというのもあり得るかなと思っています。例えば、次世代燃料の水素、アンモ

ニアは一くくりで認めるということもあり得ると。一方で、これを商品レベルにというこ

とになったときに、なかなかどうくくるのかというところは、燃料系とか次世代燃料を対

象にといったときに、むしろ難しい一面もあるのかなというふうにも想像いたしました。 

 なぜそういうことを言うかというと、１つ運用の仕方を考えたときに、タクソノミーの

アプローチを、今回のベンチマークとして使うのか、使わないのかという辺りを思ってい

ます。消費者を対象に情報を訴求していくというときには、やはりなるべくシンプルなほ

うが分かりやすいだろうと思うんですよね。 

 そうしたときに、先ほど星でとかというのもあって、それはそれで一つの単純化だろう

と思うんですが、もっと単純に言うと、丸か、そうでないかというレベルで示すと、非常

に単純化できる。ただ、その根拠はしっかりしていないといけないので、そこに定量情報

をしっかり導入をして、ＣＦＰの例えば全体で見た場合に３割以上削減しているというの

を要件にして、そこがちゃんと確認ができる。それもしっかりと検査・監査もされた上で

認証できるというものについては積極的に認めていきましょうと。 

 先ほどの冒頭、グリーンウォッシュをといった一面も非常に重要だと思いますので、そ

こはきちんと定量情報、それもルールに基づいた形で実施されたものを基にして認証して

いく。それをなるべくシンプルなアプローチで見せるというところの組合せが必要だと思

っています。そう考えたときに、商品ごとに決めるというのもいいですし、商品群レベル

で選ぶというのも一つの考え方かなと思いました。 

 もう一つの観点は、やっぱりこれまでの御説明等も踏まえて、ライフサイクルベースの

定量情報を１つ柱に考えるということなんだろうと思います。そうしたときに、やはりよ

りどころが必要だ。つまり、ラベルで言うとＰＣＲに相当するものです。これがあるとい

うものからスタートしたほうが、多分着手はしやすいだろうと思います。これまでＬＣＡ

をやっている人たちやラベルをやっている人たちは、ルールをつくる、ＰＣＲをつくると

ころに相当な御苦労をしてやっていますので、こういった辺りはうまく利用していくとい

うことがいいんじゃないかなと思います。 

 あと、やはり効果としてはなるべく最大化を図っていきたいということだと思いますの

で、削減効果が大きそうなところ、社会的なインパクトが大きそうなところというところ
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に加えて、既に算定ルールが整っているところも併せて考えた、バランスを考慮するとい

うのがいいんじゃないかと考えています。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、オンラインで御出席の谷川委員、お願いできますでしょうか。 

【谷川委員】  ありがとうございます。まず、議題（１）に関わる全体的なお話をした

上で、今回御提示いただいた論点について質問等をさせていただければと思います。 

 まず、ＧＸの実現に当たりまして、本日のテーマとなります、いわゆる脱炭素製品の需

要創出は不可欠なものだと認識をしております。今回、継続して検討の場を設けていただ

いたことに感謝申し上げます。他方、様々な場で多くの方が述べられていますように、脱

炭素に関する関心や問題意識を具体的な購買行動につなげていくことは非常に難しいと考

えております。先ほど御紹介のありましたグリーンスチールのように、特に既存の製品と

性能の差異がないような場合には、そのハードルは１段も２段も上がるものと理解してお

ります。 

 評価・表示が需要喚起のための重要なピースであることは間違いないと思いますが、脱

炭素製品を選好する消費者や需要家の存在を前提に、分かりやすさを追求するだけでは不

十分であると考えております。検討の前提といたしまして、既に多くの表示制度がある中

で、新たな表示によって脱炭素製品が評価され、官民による調達・購入の着実な増加につ

ながるかどうか、十分に検証いただきたいと思っております。既存の各種認証等と類似の

制度をいたずらに設けることはやはり避けるべきであると考えております。本検討会が目

指すところ、アウトカムをより明確にしていただければと思います。 

 脱炭素製品を供給あるいは調達する企業といたしましては、脱炭素製品に係る市場環境

が整備されて、需要の予見可能性が確保できなければ、設備投資や調達等に踏み切ること

は基本的に困難であると考えております。資料にもございましたが、製造・調達コストの

削減、脱炭素価値の訴求、市場の確保・拡大と一体で展開される必要があり、他の施策・

取組等と有機的に連携させることが重要であると考えております。 

 今回新たな制度を検討するということであれば、政府調達等を通じた初期需要の創出策

や、訴求の具体的な方法と一体で構想することが不可欠となります。また、国内のみなら

ず国際的な基準・制度との整合性についても十分検討いただきたいと考えております。 

 その上で、まず対象製品・サービスが何かという点につきましては、３ページにおいて、
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方向性の案として、最終製品を優先して対象とする一方、まずはＢｔｏＢ、ＢｔｏＧ市場

での需要創出にフォーカスするという方針を御提案いただいたものと理解しております。

この方針で進める場合の仕上がりのイメージについて、確認させていただければと思いま

す。例えば、先ほど御説明のあったグリーンスチールを使用して自動車を製造する場合、

あるいはグリーンケミカルを使用した家電の場合、中間材としてやり取りされる製品の環

境性を最終製品に表示していくということになりますでしょうか。その場合、例えば消費

者が最終製品の表示を見て、その意味を理解することがなかなか難しいのではないかと思

われます。また、表示された中間材の環境性能が、最終製品にとってどれほど重要なもの

になるのかといった点も考えなければ、かえって表示の信頼を損ねる可能性もあるように

思われます。これらについて、どのようにお考えなのか。もし現時点でお考えがあれば、

御教示いただければと思います。 

 また、４ページでは、製品が選択的に購入されるための環境については、「既存施策も活

用し並行して検討」とございます。検討に際しましては、ぜひ各業種におけるＧＸに向け

た取組と当該製品に関する市場環境の実態を供給側・需要側双方の視点で十分に御検討い

ただきたいと考えます。 

 続きまして、２番目の、対象となる取組は何かについてです。６ページ目に記載されて

いる検討の方向性につきまして、こうした表示が実際に消費者・需要家の行動変容につな

がり得るのか、やはり十分に検証いただきたいと考えております。特に評価方法を縦比較

するということで今回御提案いただきましたが、評価される側としては比較的取り組みや

すいと思われる一方で、表示を見る消費者側はそれをどう受け止めればいいのか、迷われ

る部分も出てくるのではないかと考えます。こうした課題について、どのように対処する

ことができるのか、もし何かあればお伺いできればと思っております。 

 最後に、既存制度との連携につきまして、先ほど日本鉄鋼連盟さんから御紹介いただき

ました鉄鋼業界における官民の取組は、他分野においても横展開が可能な先進的事例であ

ると受け止めました。そうした既存の取組を最大限活用しつつ、他分野を含めて脱炭素製

品市場を創出するための具体策につきまして、各業種の特性を踏まえつつ検討いただけれ

ばと思います。ぜひ環境省ならではの施策にも期待したいと思っております。 

 １１ページに、既存の環境ラベルを補完、とございます。各種表示制度について整理い

ただいておりますけれども、これまでの既存のラベルにおける問題点、また、「取組の度合」

の表示や「ラベルの信頼性」を高めることが消費者や需要家の行動変容にどこまでつなが



 -28- 

るのか、具体的に検証されている点があれば、お伺いできればと思っております。 

 最後、少し細かくなりますが、やはりラベルの数が増えてまいりますと、消費者にとっ

て分かりにくくなる、また、企業にとっても限られた製品のパッケージのスペースなどに

表示することが負担になってくることがございます。内容面での補完ももちろん重要です

が、表示の量を減らすということも併せて御検討いただければと思います。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、同じくオンラインで御出席の西尾委員、お願いできますでしょうか。 

【西尾委員】  最初に確認させていただきたいことは、本検討会で重視すべきことは、

脱炭素製品に対する顧客や消費者の需要喚起を促進するような製品評価や表示スキームを

提示するということですよね。その際、脱炭素製品の価値を正しく厳密に評価し、表示す

ることはグリーンウォッシュの観点からも重要だと思います。 

 しかし、カーボンフットプリント試行事業のときからもそうですけれど、環境負荷を厳

密に評価するために、物差しを厳しくしたり、表示方法も厳密化すればするほど消費者に

は分かりにくく、かつ、事業者側の算定や導入の負荷も大きくなります。その結果、カー

ボンフットプリントの算定に取り組む事業者も限定的であり、また、算定しても製品に表

示しない、結局、市場に浸透せず、消費者の需要喚起につながらない、ということを何度

も何度も繰り返してきたかと思います。このような反省の下で、現在は、国ではなく、業

界団体や民間が主体となって、それぞれの目的のために、脱炭素製品を評価する多様な仕

組みが氾濫しています。中には、とてもゆるい仕組みもあるかと思います。そのような中

で、国が中心となって、交通整理をしたい、評価方法の整合性を高めたい、国際的競争力

を持つ標準的な表示をつくりたいというのは非常によく分かります。しかし、グリーンウ

ォッシュにつながらない厳密な評価方法や表示方法を提示することと、需要を喚起し、脱

炭素製品に対する認知や選択を高めることと、どちらをより重視して議論をすすめるのか、

確認したいと思います。 

 一方で、脱炭素製品の需要喚起は製品の評価や表示ラベルだけで対応することは限界が

あります。たとえば、カーボンプライシング制度のように、脱炭素効果の多寡を価格転嫁

し需要を減らすという方法や、投資家のＥＳＧ投資戦略を活用する、あるいは冒頭で経産

省さんが紹介されたＧＸ需要創出への貢献といった他の施策とセットで考えないと、需要

の喚起は難しいと考えます。この検討会では、これらの他の推進施策との関係はどのよう
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に考えて進めるのでしょうか。まずは、これらの関連施策とセットで考えることはせずに

議論を進めるとしても、検討会で議論し整理した評価方法や表示の在り方は、少なくとも、

これらの施策に反映され活用されるようにすべきだと考えます。 

 もう一つ細かいことを言えば、すでに投入され活用されている、さまざまな類似のラベ

ル制度や表示ラベルについても、それらとの相違や関係についても整理をしたり、言及し

たりするのでしょうか。 

 最後に、ここで言っている脱炭素製品とは、いわゆるＬＣＡ全体での脱炭素でしょうか。

それとも、製品やサービスの出荷時に表示するということは、原材料調達から生産までの

いわゆるCradle to Gateの範囲のことで脱炭素ということでしょうか。私としては、生産

段階までの脱炭素製品の選択を促すだけでなく、消費者が脱炭素型ライフスタイルを自ら

実践するようになってもらうことが重要だと思うので、消費者の消費や廃棄段階での負荷

にも気づき、理解し、行動変容を促せるような表示も是非とも検討すべきだと考えます。

脱炭素型製品の範囲を教えてください。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 今、委員の皆様からそれぞれ御発言いただきました。この後、一度、事務局にお返しし

ようと思うんですが、私も発言させていただこうかと思います。私が発言した後に事務局

に一度お答えいただきますけれども、それを受けて、もし委員からさらに御発言の御希望

があれば、２巡目のセカンドラウンドの御発言をいただこうと思います。あわせて、セカ

ンドラウンドの委員の皆さんの御発言と、加えて本日は多くのオブザーバーに参加してい

ただいておりますので、オブザーバーの皆様からも御発言の御希望がありましたら、御発

言いただこうと思います。そのような形で進めさせていただこうと思います。 

 それでは、私から少し発言させていただこうと思うんですけれども、とはいえ、もうほ

ぼ委員の皆様から御指摘いただいたところがほとんどです。 

 恐らくこのグリーン製品あるいはＧＸ製品、呼び方はありますけれども、こうした製品

をしっかりライフサイクルで評価していくと。冒頭に関谷局長からもありましたけれども、

需要喚起をして、企業の、事業者の努力がしっかり評価される市場をつくる、環境をつく

るという意味でいくと、私は表示について言うと、今回これまでとやっぱりかなり段階と

いうかフェーズが変わるというふうにも思って伺っておりました。 

 つまり、ちょっと言い方は悪いですけれども、何となくグリーンではやはり公正な市場
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ってできないし、需要家や消費者が選択してくれない。先ほど根村委員が信頼性という話

を消費者の観点からおっしゃられたんですけれども、つまり信頼性がある方法論で、その

情報がしっかり伝わるということが、需要家の選択、消費者の選択につながると思います

し、ひいてはそうした需要喚起をしていくということになろうかと思います。 

 これは２番目に申し上げようと思うんですけれども、その意味で、今回の議論をすると

きにやっぱり質の高い、環境省的には環境十全性のあると言ったほうがいいのかもしれま

せんけれども、そうした水準の製品・サービスの評価の基準というのをやっぱり持つ必要

があるんじゃないかと思います。 

 これはほかの省庁でも、今日、経産省、国交省からも御説明いただいたんですが、企業

の皆さんが国際標準との整合性とおっしゃるのは、やっぱりその意味があると思っていま

す。かなり業界団体から、国際標準との整合性というのは、繰り返しやはり御意見があっ

たと。この場ではなく、ほかの省庁の議論の場でもあったと思っています。その点はまず

１点申し上げたいと思います。 

 ２つ目が、御質問にもありましたけれども、評価の方法論について、何らかのフレーム

を議論する。あるいは、それをどう使って需要喚起していく。表示って、多分one of them

だと思うんですけれども、恐らく表示だけでなく、先ほど堂野前さんからもありましたが、

いろいろな政策と結びつけていくということが必要なんだと思います。 

 そういう意味では、先ほど言いました高品質の評価のフレームなり基準というんでしょ

うか、枠組みをしっかりつくるというのは、１つ重要な点だと思っています。かつ、やは

り表示に特化をしても、これもどなたかおっしゃいました。これは平山さんがおっしゃっ

たかもしれませんが、恐らく表示を誰に対して行うか。つまり、建築だと、恐らく設計時

に設計士さんが理解できるという意味では、プロフェッショナル仕様の情報。他方で、根

村さんがおっしゃったように、消費者にしっかり伝わるという、一般的な製品ですね。最

終需要家がお店で選ぶようなシチュエーションでの表示というのは、多分情報の提供や情

報の出し方が違ってくるようにも思いますので、ここは事務局で今お考えがあればですし、

あるいはちょっと整理をしていただくと多分いいんじゃないかなと思った点でした。 

 ３点目が、伊坪先生からあった、何からやりますかと。これは、私も少し検討いただけ

るといいと思っています。やっぱり今既に一定の方法論なりデータセットがあるものとい

うのは、極めてプラグマティック。早く動かすという意味でも重要だと思いますし、社会

的インパクトのあるものというのも非常に重要な示唆だなと思いました。今、建築物を検
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討されて、これからデータセット、方法論をつくっていかれるということなので、そこと

やはり連携するというのは、対象製品を考える上でもいい連携ではないかなと思います。 

 最後です。これは伊坪先生と谷川委員が共通して御指摘になった点だと思うんですが、

資料６－２の２ページ目の辺りですかね。その下のところにもうちょっと説明があると思

うんですが、取組の度合いの評価の方法についてです。これは谷川さんが非常に的確にお

っしゃったと思うんですけれども、企業さんの縦比較というのは一つの方法なんですが、

他方で、縦比較をするということになると、果たして事業者間の公平性が保たれるのかと

いう懸念を持ちます。つまり、先駆けて取り組んできた事業者、製品の排出を減らしてき

た事業者の努力はどう評価されるのか。 

 それから、伊坪先生から木材の話がありました。サービス、例えばリースとかシェアリ

ングなんかもそうだと思うんですけれども、こうしたものをどういうふうに。促していこ

うとしているわけですけれども、それをどういうふうに評価するのかという点でいくと、

縦比較の一つの課題と、それから同時にどういうふうに排出を全体としてより減らすほう

に。企業さんからすると、より排出を減らすサービスや製品を提供した人がしっかり見返

りがもらえるような市場をどういうふうにつくるかという意味で、むしろ縦比較を主軸と

いうのは、これは苦労して、多分、当面はとつけていらっしゃるのはいろいろお考えがあ

ると思うんですけれども、ちょっと課題も含めて、これは市場の公平性の観点、事業者間

の公平性の観点から考えていただくといいんじゃないかと思いました。 

 これは特に政府調達、公共調達をやろうとすると、やはり政府がよりグリーンなものを

調達するときに、一方で当然縦軸で努力をされているのは分かるけれども、より排出の少

ないものが選ばれないということが調達上いいのかどうかということにもなってこようか

と思います。これをどういうふうに使っていくかという用途の点とも関わるかなと思いま

す。 

 いずれも先生方が既に御発言されたことでカバーされているんですけれども、同じよう

に感じた点を発言させていただきました。 

 それでは、一度ここで事務局にお返しをし、恐らく出た意見を踏まえてまた検討される

と思うので、お答えいただける範囲で結構ですので、お願いできればと思います。 

【小野室長】  たくさんのコメントありがとうございました。現時点で明確な答えは持

っていませんので、今日いただいたコメントを持ち帰って、また議論を進めていきたいと

思っております。 
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 少し今後の議論の題材として、私の考えというのを御提示させていただくと、主なコメ

ントとしましては、何のための表示なのかというところがやっぱりあったのかなとは思っ

ています。これは冒頭でも御説明させていただいたんですけれども、やっぱりこの表示制

度単体で脱炭素製品が売れるということはないかと思っています。ですので、様々な関連

政策とセットで連携しながらやっていくと。だから、カーボンプライシングといったもの

とも連携しながら、将来的にはこういうマークがついているものが、ある程度価格的にも

リーズナブルになってくるような世界というのを目指していく必要があるかなというふう

には思っております。 

 ただ、移行期におきましては、必ずしも脱炭素製品が安いとかということが起こるかど

うかというのは分からないところもございますので、そういったものはしっかり消費者の

ほうで区別ができるというようなことをしていくことも大事かなとは思っています。 

 国際規格の話も出てきたんですけれども、確かに国際規格というのはしっかり見ていく

必要があるかなと思っている一方で、やっぱり世界に先駆けて進めていくような脱炭素の

取組に関しましては、規格が追いついていないところもございますので、そういったとこ

ろを日本としてどういうふうに考えていくのか。例えば、世界に先駆けて脱炭素を進めて

いくのであれば、規格を待ってからそれを売っていくということではなくて、規格に先駆

けてそういったものをどんどん普及させていくといった考え方も必要かなと思うと、そこ

の差別化できるような制度というのも必要かなというふうには考えております。 

 すみません。全てにはお答えできていないかもしれませんが。 

【高村座長】  ありがとうございます。事務局で、そういう意味では今お答えいただき

ましたけれども、今後検討していただく素材として今回の議論を生かしていただくという

方向で。 

 もし委員の皆様から、さっきちょっと言い漏らしたんだけれど、あるいはこれをもっと

ぜひ言っておきたいということがあれば、教えていただければと思います。あわせて、オ

ブザーバーで御出席の皆様のところで御発言の御希望がありましたら、まず委員を優先し

て御発言いただこうと思いますけれども、オブザーバーの皆様からもできるだけ御発言い

ただこうと思っておりますので、御発言の御希望をお知らせいただければと思います。あ

りがとうございます。オブザーバーの皆さん、札を立てて教えていただければと思います。 

 委員の皆様からいかがでしょうか。もしなければ、また途中で発言してもらおうと思い

ますけれども、もしありましたら手を挙げて教えていただければと思います。 
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 それでは、オンラインで御出席の西尾委員。西尾先生、よろしいでしょうか。お願いい

たします。 

【西尾委員】  ありがとうございます。 

 今、事務局がこれからいろいろ議論が必要なんだということで、当然今あるカーボンプ

ライシングその他の制度や仕組みへの対応も前提として議論を進めると伺えて良かったで

す。この点も含めて、どのような表示にすべきかを検討できればと存じます。 

 それを検討するにあたり、評価方法や表示方法でネックとなっている点や課題は何でし

ょうか。こういうところがうまく評価できていない、あるいは、表示において適切に表現

できていないから、カーボンプライシングやESG投資にうまく活用できないんだという点

について、是非とも教えていただければと存じます。 

【高村座長】  ありがとうございます。多分、今、宿題を事務局に出していただいたと

思いますので、西尾先生の宿題をしっかり事務局のところでテークノートしていただけれ

ばと思います。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。もし委員からまた手が挙がれば、途中で御発言いただこうと

思います。 

 それでは、オブザーバーの皆様に御発言いただきながら、委員の皆さんの御発言をお待

ちしたいと思います。 

 それではまず、日化協さんからお願いします。 

【日本化学工業協会（藤井）】  日本化学工業協会、藤井でございます。今日は非常に興

味深い会議にお招きいただきまして、ありがとうございます。 

 資料の１０ページ目に鉄鋼、化学、セメントと並んでいますけれども、実は鉄鋼さんや

セメントさんと私共化学産業は本質的に違うところがございます。私共は化学やケミカル

というものを作っているわけではなくて、膨大な種類の機能製品を作って使っていただい

ているのです。従って消費者の方は、別にプラスチックといっても、これが塩ビなのか、

ポリプロなのかみたいことは普通意識されないですし、名前も知らない化学製品が例えば

これだけ環境負荷低減に貢献しましたみたいなことをただラベリングしても訴求しないで

あろうという懸念が大いにあります。 

 鉄鋼さんであれば、自動車のボディーで使われているから、鉄の製造時の環境負荷を下

げたら自動車製造でどれだけの負荷低減効果になるかということもよく見えますし、セメ

ントさんであれば建築物全体に対するインパクトも分かりやすいと思うのですがが、化学
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の場合には膨大な種類の素材が少しずつ使われているというのが、自動車でも建築でもあ

る状況です。ですのでそれら膨大な種類の製品の少しずつの削減効果をすべて正確にはじ

いて、その数字を羅列してアピールしようと思っても、多分、全然訴求しない。むしろ、

例えば今パソコンの中にＣＰＵのメーカーのラベルが貼ってあるような、あるいはある吸

湿性の発熱素材をあるアパレルメーカーが消費者に提示するような、そういう素材価値の

ブランディングもその素材の環境負荷低減と合わせて訴求して行く必要があると考えてお

ります。私共の作っているものがその高い機能を通じてどれだけ世の中に貢献しているこ

とをまずアピールしつつ、同時にそれらの化学製品の環境負荷低減努力も合わせて訴求し

て行くようなそういうラベリングの仕方をぜひ工夫して頂けましたら有難く存じます。 

 以上です。 

【高村座長】  藤井さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、定期航空協会さん、お願いしてもよろしいでしょうか。 

【定期航空協会（乾）】  ありがとうございます。定期航空協会でございます。このたび

は、このような機会にオブザーバーとして参加させていただきまして、ありがとうござい

ます。 

 私ども航空業界においては、皆様御承知のように、航空機燃料の代替でございますＳＡ

Ｆの普及について、現在、課題を抱えながらも普及に向けて取り組んでおります。今日お

集まりの先生方をはじめ、関連省庁の皆様とこういった議論ができることに大変我々は期

待しております。 

 手前の話で恐縮ですが、簡単にＳＡＦの現在の市場の様子、海外の様子を少し御紹介し

ます。 

 アメリカの様子は、非常に我々は注目をしております。アメリカでは、ＳＡＦの製造に

かなり政府支援が入っているとはいえ、市場でしっかりと認知されて、様々な政策と絡ん

でこれが普及していると我々は分析しております。ある意味、原料の部分では農業政策で

もあり、新しい産業を興すという観点で産業政策でもあり、そこに公的な資金が入ること

を含め、新しい産業が立ち上がるということは金融業界も非常に歓迎しています。そうい

ったユーザーを含めて、産業に対して有利な融資の条件を提示するなど、産業経済全体で

非常にいい好循環が生まれつつあるのが、アメリカのＳＡＦの事例ではないかと考えてお

ります。 

 残念ながら、まだ日本ではそのようなムーブメントまでは至っていないと思いますが、
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徐々にこういった製品・サービスに対する認知が広まっていくということが、まず第一歩

にございますので、今回のこちらの検討会での取組というのが大きな試金石になると考え

ております。 

 航空業界では、SAFの活用により、企業が出張や貨物の輸送時に排出するScope３の削減

ができる証明書を、ＢｔｏＢで御提供するようなサービスを始めておりますけれども、ま

だまだ認知されておらず、その信頼性についてしっかりと評価をいただけていないと思い

ます。今後、我々も努力してまいりますので、引き続き皆様の御指導をよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 この順番でオブザーバーから御発言いただこうと思います。まず、ジャパンサステナブ

ルファッションアライアンスさん、そしてサステナブル経営推進機構さん、電機・電子温

暖化対策連絡会さん。今挙がっているのは鉄鋼連盟さんで、以上かと思いますが、もしま

たありましたら教えてください。 

 それでは、ジャパンサステナブルファッションアライアンスからお願いいたします。 

【ジャパンサステナブルファッションアライアンス】  ジャパンサステナブルファッシ

ョンアライアンスでございます。本日は、この検討会にオブザーバーとして参加させてい

ただき、発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 我々は、持続可能な社会における持続可能な繊維・ファッション業界を目指して活動す

る団体でございます。現在ファッションのサプライ企業を中心に、業界の川上から川下ま

で、業種を超えて約７０社が所属しております。本日の議題でもございます脱炭素型及び

資源循環型のファッションを目指して活動しております。この場をお借りしまして、認識

している課題のうち２つを共有させていただきたいと思っております。 

 まず１つ目でございます。脱炭素型や資源循環型の繊維素材あるいは服の構成パーツの

供給におきまして、従来型の素材製品と比べますと、現状やはり生産コストが増え、その

分、価格も上昇しているという実情がございます。ただし、ファッション製品は世界規模

で多種多様なものが流通しており、マーケット内でも非常に競争の激しい状況下で戦って

おります。ですので、その上昇分を最終製品にそのまま価格に転嫁していくというところ

はなかなか難しい環境にあるということになります。結果、それによって素材のサプライ

ヤー企業としても開発や供給が進まず、流通の規模もなかなか大きくならないという構造
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にございます。これをどう解消していけるかというところが１つ目です。 

 もう一つは、本日も議論の中で出ておりましたけれども、脱炭素型、それから資源循環

型のファッションの達成には、供給側の変化とともに、需要側である生活者の方々の変化

も同時に必要であるということになります。それを一体どうやって促進できるかというと

ころが２つ目の課題です。価値を伝える表示というのも、生活者の行動の変化を生む手段

の一つであると我々も認識はしているのですが、特にファッション製品におきましては、

最終製品の価格というところがやはり購買を検討する際の重要なポイントであるというと

ころはあまり変わらない状況であります。ですので、脱炭素型製品の経済性の担保を確保

していく仕組みづくりというところも並行して確立していっていただきたいと考えている

ところでございます。 

以上でございます。ありがとうございます。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは続きまして、サステナブル経営推進機構さんからお願いいたします。 

【サステナブル経営推進機構（鶴田）】  サステナブル経営推進機構の鶴田と申します。

本日は、参加させていただき、ありがとうございます。私から、少し恐れずに２点ほどお

話しさせていただけたらと思います。 

 私どもは民間企業という形で、環境のコンサルティングサービスなどもやらせてもらっ

ておりますけれども、１つ、私どもの事業の中で、資料６－１のＰ４で書いていただいて

いる旧ＣＦＰマークというものの運営も、移行をいただきまして、私どもで運営させてい

ただいているという組織でございます。 

 ＣＦＰにつきましては２００９年からでございますけれども、もう一つ、これはシング

ルイシューといいますか、地球温暖化に特化したラベルでございますけれども、マルチク

ライテリアのラベルでエコリーフというものを２００２年から運用させてもらっておりま

す。そのエコリーフとＣＦＰを統合する形で、今のＳｕＭＰＯ ＥＰＤというプログラム

を運営させてもらっております。 

 そのような形で環境ラベルの一つであるものをずっと２０年以上運営させてもらってい

る立場からお話しさせていただきます。やはり立ち上げというのも非常に重要なところで

はございますけれども、いかに運用させるかというのも非常に重要なところでございます。

本当にここが恐れずに、というところがありますけれども、我々が本当に経営も含めた形

の事業としてきちんと運用できるようになったのは、本当に最近でございます。それまで
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２０年という運用の中で世の中のニーズに合わせた形で大きく変えながら進めてきたとい

うところをひとつお話しさせていただきたいと思います。 

 １つ御検討いただけたらと思っておりますが、６－２の１２ページに今後についてと書

かれておりますけれども、ここで評価方法というところが一番先に来ているんですけれど

も、重要なのは運用方法でございます。運用方法についてもぜひ優先順位を上げていただ

ければと思います。運用方法というのは、もともとは目的に一番重要なところが来るわけ

なんですけれども、それが冒頭の資料であった、需要の支える市場を創出するということ

が重要だということの目的のために、やらなければいけないので、それをどういうふうに

運用していくんだと。そのためにどういうふうな評価にしていこうかというお話かなと思

っております。やはり目的より先に算定のほうを固めてしまいますと、目的に合っていな

い算定方法だと過剰にコストがかかるような、ここまで細かく計算しようとか、ここまで

細かく検証しようというふうな話からスタートしてしまうと、非常に運用が難しくなって

くると思っております。 

 もし民間移行で運用するとなってくると、非常に重要な視点になってくるかと思います

ので、運用方法ということをぜひ重要視していただけると幸いでございます。私どもの持

っている知見等でございましたら、お話しさせていただきたいと思いますので、ぜひお願

いできたらと思います。 

 もう一つは、既存のラベル事業や認証制度との整合性や調整ということでいろいろ書い

ていただいているので、そこの整合性というのもぜひ御検討いただけると幸いかなと思っ

ております。 

 以上２点になります。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして電機・電子温暖化対策連絡会、齋藤さんからお願いいたします。 

【電機・電子温暖化対策連絡会（齋藤）】  ありがとうございます。 

 今日の議論で皆さんもおっしゃっていました。表示というのは手段、ツールであります

ので、何を目的としてやるのかというのを煮詰めていくということは大事だと思いますの

で、そこは今後の議論で詰めていくということかと思います。 

 それから、何を評価するのかということですけれど、企業（組織）の事業活動そのもの

を評価するのか、市場に提供される製品やサービスを評価するのかという整理も必要と考

えます。例えば製品のパフォーマンスを評価するのであれば、市場にフィットしないとな
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かなか需要喚起につながらない。一方、企業の活動を評価するのであれば、グローバルに

ＥＳＧやサステナビリティ情報開示などと連携しないと、なかなか評価が上がらない。そ

こはきちんと整理をしながら議論したほうが良いのではないかと思っております。 

 以上です。 

【高村座長】  御協力ありがとうございます。 

 それでは、堂野前さん、お願いいたします。 

【日本鉄鋼連盟（堂野前）】  すみません。もう手短に。私が言いたいことを結構言って

いただいたので。 

 やっぱり需要喚起という目的を必ずしっかり見据えて、この議論をしていただきたいと

いうことを重ねてお願いしたいと思います。自然にはやはり市場は形成されないと思いま

すので、大事なのは、官需・民需を強力に形成するための政策パッケージであると我々は

思っています。そういった議論をまずしっかりやっていただいて、そのための表示という

ことではないかと思いますので。我々は巨大な投資を一旦決めましたけれども、それを持

続的に回していかないと少ししか効果が出てきませんので、ぜひ投資予見性をちゃんと見

られるような制度を導入していただきたい、政策を導入していただきたいということでご

ざいます。よろしくお願いします。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

石油連盟さん、お願いいたします。 

【石油連盟】  お時間もありませんので、２点だけ簡潔に。 

 先ほど定期航空協会さんからＳＡＦのお話が出ました。定期航空協会さんともいろいろ

意見交換させていただいている中で、やはり海外も含めてなかなかお客様の理解というの

が進んでいなくて、ボランタリーに「飛び恥」を避けていただくということも難しいとい

うことは、勉強させていただきました。その中で、こういったラベリングを通じて、Ｂｔ

ｏＢから始めつつＢｔｏＣをターゲットにするという考え方は非常に同意できるというと

ころがありますので、ぜひ進めていただければと思います。 

 もう一点だけ。そういったＳＡＦもそうですし、その他取り組んでいる、隣の自動車工

業会さんとも取り組んでいるバイオ燃料もあるんですけれども、そういった中で、やはり

政策とのリンケージというところも非常に重要です。いかに低炭素価値が消費者に認知さ

れていなくて、すぐには売れないといったようなところと政策とのシンクロナイズという

か、そういったところを認識した上での「政策目標」を立てていただくような流れもでき
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れば、よりいいかなと考えているところでございます。期待しております。よろしくお願

いいたします。 

【高村座長】  ありがとうございます。 

 私が見落としている方はいらっしゃいませんでしょうか。すみません、本当に。先ほど

申し上げましたけれども、御発言を非常に限られた時間でお願いいたしましたので、より

詳細な、あるいは追加的な御発言、それからインプットがございましたら、ぜひ事務局に

お知らせいただければと思います。 

 もしこの時点で事務局から何かございましたら。 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、少し時間が過ぎてしまいまして、誠に申し訳ありませんでした。しかし、今

日、そもそもどういう観点で、皆様の目的ということを随分しっかり議論すべきだと強調

いただきましたけれども、本日の議論、大変貴重な議論、御意見をいただきましたので、

事務局におかれては、第２回以降の検討にぜひ反映していただければと思います。 

 それでは、今後の予定等について、事務局から御説明をお願いできればと思います。 

【事務局（越智）】  ありがとうございます。 

 本日の議事録につきましては、事務局で作成の上、また委員の方々、オブザーバーの皆

様に御確認いただきまして、環境省様のホームページにて掲載させていただきます。 

 第２回は、調整させていただきまして、令和８年２月２４日に開催予定でございます。

改めて日程の御連絡等させていただければと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

【高村座長】  ありがとうございました。大変多くの、委員もそうですけれど、オブザ

ーバーからも検討に対する期待を高く表明いただきました。事務局にも宿題がたくさん出

ていると思いますけれども、ぜひよろしくお願いできればと思います。 

 それでは、以上で本日の会を閉会としたいと思います。本日は本当にどうもありがとう

ございました。 

 

―― 了 ―― 


